
第３次山都町総合計画策定支援業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１．目的 

  この要領は、「第３次山都町総合計画策定支援業務（以下「本業務」という。）」を

委託するにあたり、公募型プロポーザル方式（以下「プロポーザル」という。）によ

り受託候補者を選定する手続きについて必要な事項を定めるものである。 

 

２．業務の概要 

（１）業務名 

   第３次山都町総合計画策定支援業務 

（２）業務内容 

   別紙「第３次山都町総合計画策定支援業務委託仕様書（以下「仕様書」という。）」

のとおり 

（３）委託期間 

   契約締結日から令和８年３月３１日まで 

（４）提案上限額 

   １９，６９０，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

   各年度における提案上限額は 

   ・令和６年度  ４，９０６，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

   ・令和７年度 １４，７８４，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

３．日程（予定） 

手続等 期日・期間等 

公募開始 令和６年５月２０日（月） 

質疑書の受付期間 令和６年５月２０日（月）～３１日（金） 

質疑への回答 令和６年６月３日（月）まで 

参加表明書の提出期限 令和６年６月６日（木） 

企画提案書の受付期間 令和６年６月１７日（月）～２１日（金） 

事前審査（書類審査） 

※企画提案者が４者を超えた

場合のみ実施 

令和６年６月２８日（金） 

審査会（プレゼンテーション） 令和６年７月１０日（水） 

審査結果通知 令和６年７月１１日（木） 

契約締結 令和６年７月下旬 

 

４．参加資格 

  プロポーザルに参加できる者は、次の要件を満たす者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に

該当する者でないこと。 

（２）山都町工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領（平成１７年告示第

６３号）の規定に基づく指名停止を受けていないこと。 

（３）国又は都道府県から指名停止の処分を受けていないこと。 



（４）国税及び地方税の未納がないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手続開始の申し

立て、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）による再生手続開始の申し立て、

又は破産法（平成１６年法律第７５号）による破産手続開始の申し立てが行われ

ている者でないこと。 

（６）法人等の役員に破産者、法律行為を行う能力を有しない者、又は現に禁固以上

の刑に処されている者がいないこと。 

（７）平成３１年４月１日以降、本業務と同種又は類似する業務の実績があること。 

（８）山都町暴力団排除条例（平成２４年山都町条例第７号）第２条第１項第１号及

び第２号に該当する者でないこと。 

（９）本業務において、十分な業務遂行能力を有し、常に連絡調整ができるよう体制

を整えておける者であること。 

 

５．質疑及び回答 

  プロポーザルに係る質疑及び回答の方法は次のとおりとする。 

（１）提出書類 

   ・質疑書（様式第１号） 

（２）提出期間 

   令和６年５月２０日（月）～３１日（金）※午後５時必着 

（３）提出方法 

   電子メール（末尾記載の電子メールアドレス宛）による。 

   ※件名に「山都町総合計画策定支援業務に関する質疑」と付すこと。 

   ※他の方法による質疑は一切受け付けない。 

（４）質疑への回答 

   質疑に対する回答は、令和６年６月３日（月）までに町ホームページに掲載す

る。 

（５）その他 

   ①（２）の提出期間を過ぎた後の質疑については一切応じない。 

   ②審査に関わる職員及び他の参加者に関する質疑については一切応じない。 

   ③質疑への回答は、本実施要領の追加又は修正とみなす。 

   ④プロポーザルの実施に公平性を保てないと判断する場合は、回答を行わない

ものとする。 

 

６．参加表明 

  プロポーザルに参加する者は、次のとおり必要書類を提出すること。 

（１）提出書類 

   ・プロポーザル参加表明書（様式第２号） 

   ・誓約書（様式第３号） 

   ・会社概要書（様式第４号） 

   ・業務実績調書（様式第５号） 

    ※平成３１年４月１日以降の、本業務と同種又は類似する業務実績を記載す

ること。 



（２）提出期間 

   令和６年５月２０日（月）～６月６日（木）※午後５時必着 

（３）提出方法 

   持参又は郵送 

   ※郵送の場合は、配達した事実の証明が可能な方法で送付すること。 

（４）提出先 

   末尾記載の担当部署宛 

（５）参加承認通知 

   プロポーザルへの参加の可否については、参加表明書に記載された電子メール

アドレス宛に通知する。 

 

７．辞退 

  参加表明後にプロポーザルへの参加を辞退する場合は、次により辞退届を提出し

なければならない。 

（１）提出書類 

   辞退届（様式第６号） 

（２）提出期限 

   令和６年６月２１日（金）※午後５時必着 

（３）提出方法 

   持参又は郵送 

（４）提出先 

   末尾記載の担当部署宛 

 

８．企画提案書等の提出 

（１）提出書類 

・企画提案書提出届（様式第７号） 

   ・企画提案書（任意様式） 

   ・業務工程表（任意様式） 

   ・会社概要書（様式第４号）※再提出 

   ・業務実績調書（様式第５号）※再提出 

   ・業務実施体制調書（様式第８号） 

   ・見積書（様式第９号） 

    ※年度別、項目別の内訳を明示した積算内訳書（任意様式）を添付すること。 

（２）提出部数 

   １０部（正本１部、副本９部） 

（３）提出期間 

   令和６年６月１７日（月）～２１日（金）※午後５時必着 

（４）提出方法 

   持参又は郵送（持参の場合は午前８時３０分から午後５時まで） 

（５）提出先 

   末尾記載の担当部署宛 

 



９．企画提案書等の作成要領 

   ①企画提案書の規格はＡ４版とするが、必要に応じてＡ３版の折り込みも可と

する。頁数は３０頁以内とし、文字サイズは１１ポイント以上とする（図表

における文字を除く）。 

   ②企画提案書の作成に当たっては、別紙「仕様書」に基づき、提案内容を明確

に示すこと。ただし、仕様書記載の項目に加えて新たな提案を行うことを妨

げるものではない。 

   ③正本及び副本ともに、前項の提出書類を１部ずつ綴じること。なお、見積書

については、正本に原本、副本に写しを添付すること。 

 

１０．事前審査 

  企画提案者が４者を超えた場合、提出された企画提案書等により事前審査（書類

審査）を実施し、審査会（プレゼンテーション）に進む上位３者を選定する。事前

審査（書類審査）を実施したときは、速やかに全ての企画提案者へその結果を電子

メールにより通知する。 

なお、審査結果に対する異議の申し立ては一切受け付けない。 

 

１１．審査会（プレゼンテーション） 

（１）実施予定日 

   令和６年７月１０日（水） 

   ※実施日時及び場所は、決定後に電子メールにより別途通知する。 

   ※提案順は、本町において抽選を行い、日程と併せて通知する。 

（２）参加人員 

   ３名以内 

（３）実施時間 

   約５０分（説明３０分以内、質疑応答２０分程度） 

（４）その他 

   ①プレゼンテーションにおける追加資料の配布は認めない。 

   ②企画提案に係る提出物は返却しない。また、企画提案書等の作成経費や旅費

等の必要経費は、全て提案者の負担とする。 

   ③プロジェクター、スクリーン及び電源は本町で準備するが、その他必要な機

材は企画提案者が準備すること。 

   ④審査会は、企画提案者が１者の場合でも実施する。 

   ⑤審査会は、非公開とする。 

 

１２．審査 

（１）審査方法 

   ①企画提案の審査は、「山都町総合計画策定支援業務受託者選考委員会（以下

「選考委員会」という。）」を設置したうえで、審査会において実施する。 

   ②審査の結果、総合得点が最も高い企画提案者を「受託候補者」として選定し、

契約締結に係る協議を行うものとする。           

 



（２）審査基準 

評価項目 評価の視点 配点 

業務遂行能力 

業務工程は適正かつ具体的であるか。また、業

務遂行にあたって、十分な実施体制を有してい

るか。 

１０ 

本業務と同種又は類似する業務の実績を有し、

業務の確実な遂行が見込まれるか。 
５ 

企画提案内容 

本業務の仕様を的確に理解し、将来ビジョンの

作成に向けた効果的な実施手法が提案されて

いるか。また、本町施策の現状や課題、展望に

ついて、国や県の動向等も踏まえ的確に把握し

ているか。 

１０ 

町民意識を把握するための調査項目や、幅広く

意見を集めるための手法が具体的に提案され

ているか。 

１５ 

ＰＤＣＡサイクルを確立させるための数値目

標の設定や評価手法などの提案が、効果的かつ

具体的なものとなっているか。また、デジタル

田園都市国家構想総合戦略など、国や県が策定

する計画を踏まえたうえで、総合計画と総合戦

略の一体的な作成に係る本町への助言や提案

の手法が具体的に示されているか。 

１０ 

町民に分かりやすい計画となるよう工夫され

ているか。 
１０ 

本業務の仕様に加え、事業目的をより効果的に

達成するための独自の提案がされているか。 
１５ 

総合計画審議会及び庁内ヒアリング等の業務

に係る支援について具体的に示されているか。 
１０ 

プレゼンテーション 

企画提案の内容を分かりやすく説明しており、

資料は理解しやすい構成・デザインとなってい

るか。また、質疑に対する回答は明瞭かつ的確

であるか。 

１０ 

見積金額 
見積金額が提案内容に対して妥当であり、経費

の内訳が適正かつ明確であるか。 
５ 

合計 １００ 

  ※企画提案者が４者以上あった場合に実施する事前審査（書類審査）においても、

上記審査基準（プレゼンテーション項目を除く）を適用する。 

  ※選考委員会の委員全員の総配点（委員数×１００点）に対して、企画提案者の

得点が６割に満たない場合は、受託候補者として選定しない。 



（３）審査結果の通知 

   審査結果（選定・非選定の別及び順位）は、全ての企画提案者へ書面により通

知する。なお、選定結果や審査の内容に対する問い合わせや異議申し立て等には

一切応じない。 

 

１３．契約手続 

  選考委員会が選定した受託候補者を相手方として、委託契約締結に向けた協議を

行い、協議が整った場合は地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定に

より随意契約を行う。なお、受託候補者との協議が不調に終わり契約締結に至らな

かった場合は、審査会における得点の高かった企画提案者から順に委託契約に向け

た協議を行うものとする。 

 

１４．その他 

（１）提出された書類は、必要に応じて公開することがある。 

（２）次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

   ①参加資格の要件を欠くに至ったとき 

   ②関係書類の提出方法や提出期限を順守しないとき 

   ③提出書類に虚偽の記載があったとき 

   ④提案上限額（年度ごとの提案上限額を含む）を超える見積額を提示したとき 

   ⑤契約を履行することが困難であると認められる状況に至ったとき 

⑥審査の公平性に影響を及ぼす行為があったとき 

（３）企画提案書の提出を辞退した場合、これを理由として今後不利益な取り扱いを

することはない。 

 

１５．担当部署 

  山都町役場 企画政策課 企画係 

所   在：〒８６１－３５９２ 熊本県上益城郡山都町浜町６番地 

  電 話 番 号：０９６７－７２－１２１４ 

  ＦＡＸ番号：０９６７－７２－１０８０ 

  電子メール：kikaku@town.kumamoto-yamato.lg.jp 

 


